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1-1.防災対策の推進 13 4 1 18 9 9 8 17

1-2.消防・救急体制の強化 2 3 5 5 5 1 6

1-3.防犯・交通安全対策の推進 4 3 7 1 4 5 5

1-4.環境衛生の充実 5 5 2 2 2 4

1-5.環境対策の推進 5 2 7 2 2 2

小　　　　　計 29 12 1 0 0 42 1 0 22 0 0 23 11 34

割　　　　合（％） 69.1 28.6 2.4 0.0 0.0 100.0 4.4 0.0 95.7 0.0 0.0 100.0

2-1.子育て支援の充実 7 6 13 4 9 13 3 16

2-2.高齢者支援の充実 3 4 7 6 7 13 1 14

2-3.健康づくり・医療体制の充実 2 8 10 1 13 14 4 18

2-4.障がい者支援の充実 5 3 8 1 3 4 7 11

2-5.地域福祉の充実 5 2 7 2 3 5 5

小　　　　　計 22 23 0 0 0 45 14 0 35 0 0 49 15 64

割　　　　合（％） 48.9 51.1 0.0 0.0 0.0 100.0 28.6 0.0 71.4 0.0 0.0 100.0

3-1.学校教育の充実 9 9 9 2 11 1 12

3-2.生涯学習の充実 1 3 1 5 2 2 2

3-3.スポーツの振興 3 1 4 2 1 3 3

3-4.文化・芸術の振興 1 3 4 5 5 5

3-5.青少年の健全育成 1 3 4 2 2 1 3

小　　　　　計 10 5 10 0 1 26 2 0 19 2 0 23 2 25

割　　　　合（％） 38.5 19.2 38.5 0.0 3.9 100.0 8.7 0.0 82.6 8.7 0.0 100.0

4-1.農水産業の振興 7 7 2 2 6 8

4-2.商工業の振興 3 3 3 3 3

4-3.観光の振興 3 3 1 1 1

4-4.雇用対策・勤労者福祉・消費者保護の充実 3 3 1 1 1 2

小　　　　　計 10 6 0 0 0 16 0 0 7 0 0 7 7 14

割　　　　合（％） 62.5 37.5 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0

5-1.上下水道の充実 3 2 5 3 3 3

5-2.道路・交通網の充実 6 1 7 4 4 4

5-3.治水対策の充実 5 5 2 2 3 5

5-4.市街地の整備 2 1 3 1 2 3 3

5-5.公園・緑地の充実 2 1 3 1 1 2 2 4

5-6.住環境の整備 1 1 1 3 3 3 3

5-7.港湾地域の整備促進 2 1 1 4 0 0

小　　　　　計 19 5 3 1 2 30 2 0 15 0 0 17 5 22

割　　　　合（％） 63.3 16.7 10.0 3.3 6.7 100.0 11.8 0.0 88.2 0.0 0.0 100.0

6-1.持続的な行財政運営 2 4 1 7 1 3 4 1 5

6-2.市民協働の推進 2 1 3 2 2 4 4

6-3.男女共同参画の推進 1 3 4 2 2 2

6-4.人権啓発等の推進 1 1 2 1 1 1

6-5.多様な主体との交流・連携の推進 4 2 6 1 2 3 3

6-6.コミュニティの強化 2 2 1 1 1

6-7.情報の共有 2 1 1 4 2 2 2 4

小　　　　　計 12 12 4 0 0 28 5 0 12 0 0 17 3 20

割　　　　合（％） 42.9 42.9 14.3 0.0 0.0 100.0 29.4 0.0 70.6 0.0 0.0 100.0

102 63 18 1 3 187 24 0 110 2 0 136 43 179

54.6 33.7 9.6 0.5 1.6 100.0 17.7 0.0 80.9 1.5 0.0 100.0

Ａ：計画に掲げた施策を達成した。（ほぼ100％実施できた）

Ｂ：計画に掲げた施策を概ね達成できた。（80％程度実施できた）

Ｃ：現在、施策の達成に向けて動いている。（半分程度実施できた）

Ｄ：現在、施策の達成に向けて動きはじめている。（施策に着手し、動き始めることはできた）

Ｅ：現在、ほとんど手をつけていない。（施策に着手することができなかった）

改　　善：事業の内容や手法に改善の余地があり、より一層の効率化やコストの削減、成果向上に努めるもの。

縮　　小：事業を見直し、対象や規模、事業費を縮小するもの。

現状維持：今後も現状（計画・予定）どおり事業を進めることが妥当と考えられるもの。

終期設定：概ね５年以内に休止・廃止を予定しているもの。

休止・廃止：事業を当該年度をもって休止・廃止するもの。

※評価対象外：法令に基づく義務的な事業、国・県の負担金・補助金を伴うもので市の裁量の余地がない事業及び維持管理経費等（事業目的が明確なものを

　　　　　　　除く）事業

令和６年度主要施策評価および実施計画事業評価一覧（令和５年度実施事業）

１．いつまでも

住み続けたい安

全・安心なまち

基本目標 施策目標

主要施策評価　※1
実施計画事業

今後の進め方（方向性）　※２

　　　※２　今後の進め方（方向性）【５段階評価】

　　　※１　主要施策評価【５段階評価】

２．笑顔あふれ

る、健やかで共

に支え合うまち

３．心豊かで文

化を育む人づく

りのまち

４．人と地域の

資源を活かし、

にぎわいを生み

出すまち

５．良好な都市

基盤が整った便

利で快適に暮ら

せるまち

６．市民と行政

がつながり、共

につくるまち

合　　　　　　　　　　計

割　　　　　　　　合（％）


